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前文

この土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、北海道の区域におけ

る国土（以下「道土」という。）について、適正かつ合理的な土地利用を図るた

め、国土利用計画法第９条の規定に基づき、国土利用計画（全国計画及び北海道

計画）を基本として策定したものです。

この基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する

措置、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施

するに当たっての基本となる計画です。すなわち、都市計画法、農業振興地域の

整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等（以下「個別規制法」

という。）に基づく諸計画に対する上位計画として総合調整機能を果たすととも

に、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接

的に規制の基準としての役割を果たすものです。

また、基本計画は、北海道総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って策定、

推進する特定分野別計画です。

第１ 土地利用の基本

１ 道土の状況

本道の面積は、８万３，４２４㎢（うち北方領土が５，００３㎢）で、国土

の総面積の５分の１以上を占めており、そのうち、約９割が農地や森林、原野、

水面等の自然的な土地利用となっています。

本道の耕地面積は全国の約４分の１を占め、大規模で専業的な農家を主体と

した生産性の高い農業が展開されており、食料の安定供給のほか道土・環境の

保全などの面で重要な役割を担っています。また、全国の森林面積の約４分の

１を占める森林は、二酸化炭素の吸収、固定を通じた地球温暖化
*
の防止に大

きく寄与しており、湿原や湖沼等を含め、北海道特有の多様な野生生物が生

息・生育する豊かな生態系
*
を形成しています。特に、本道の優れた自然を代

表する知床地域は、世界的にも貴重な自然環境を有しています。

一方、本道は、広大な土地に、機能の集積した都市や人口が分散して存在す

る広域分散型の構造となっており、気候風土や歴史、文化、産業展開などが異

なる特色ある地域からなっています。

２ 道土利用の基本方向

道土は、道民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる

諸活動の共通の基盤であることを踏まえ、その利用は、公共の福祉を優先させ、

自然環境の保全を図りつつ、国土利用計画（北海道計画）に基づき総合的かつ

計画的に進めなければなりません。

道土の利用に当たっては、道土の安全性を高め持続可能で豊かな道土の形成

を目指し、道土を適切に管理し、自然環境や美しい景観等を保全・再生・活用
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し、災害に対する安全な土地利用を進めます。

なお、このような土地利用を進めることは、食料安全保障や水・衛生の持続

可能な管理、持続的な都市、生物多様性など国連の「持続可能な開発目標

（SDGs)
*
」の達成にもつながります。

ア 都市的土地利用
*
については、地域の状況等も踏まえつつ、行政、医療・

介護、福祉、商業等の都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化し、郊

外部への市街地の無秩序な拡大を抑制するものとします。

また、農林業的土地利用
*
については、食料の安定供給に不可欠な優良農

地
*
を確保するとともに、農業の担い手への農地の集積・集約化を進めるほ

か、道土の保全、水源の涵養
*
等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全

かんよう

を進めます。

イ 自然的土地利用
*
については、将来にわたり保全すべき自然環境や優れた

自然条件を有している地域において、自然環境の保全・再生・活用を進める

とともに、社会資本整備や土地利用において、自然環境の有する多様な機能

を積極的に活用したグリーンインフラ
*
の取組を推進します。

また、本道の財産である水資源の保全
*
に取り組むとともに、水源周辺に

おける適正な土地利用の確保に努めます。

ウ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施する

とともに、災害リスクの把握及び周知を図った上で、災害リスクの高い地域

については、土地利用を適切に制限するなど安全・安心を実現する土地利用

を進めます。

エ 森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換を図る場合には、そ

の転換の不可逆性及び影響の大きさに十分留意した上で、自然的、社会的条

件等を勘案して、土地利用の原則に従い慎重な配慮の下で計画的に行うもの

とします。また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必要

があるときは、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講ずるものとします。

特に、大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、

周辺地域も含めて事前に十分な調査を行うとともに、地域住民の意向等地域

の状況を踏まえ適正な土地利用を図ります。

オ 土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じている地域

においては、土地利用関連制度の的確な運用等を通じ、地域の環境を保全し

つつ、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用を図ります。

カ 北海道らしい雄大な景観や農村景観、まちなみ
*
景観については、その対

象や視点場
*
、眺望範囲等を定め、当該区域において開発が行われる場合に

は、眺望景観
*
に配慮した位置や建築物の形態・意匠

*
等の検討を行い、適切

な環境配慮を促進します。
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キ 歴史的なまちなみ、史跡、名勝等が周辺の環境と一体となって文化財的価

値を創出しているような場合、その歴史的・文化的風土の保存、文化財等を

中心とした地域環境の保全等を図るため、景観法や景観条例の活用、優良農

地の保全、周辺集落等の形態規制（容積率
*
・建ぺい率

*
）等により、文化財

等を中心とした地域一帯の景観・環境を適切に保全します。

ク 大規模な太陽光発電施設や風力発電施設の設置などの再生可能エネルギー

関連施設の設置に際しては、周辺の土地利用状況や自然環境、景観、防災等

に特に配慮します。

３ 地域類型別及び連携地域別の土地利用の基本方向

地域類型別及び連携地域
*
別の土地利用に当たっては、都市、農山漁村及び

自然維持地域の持つ役割や連携地域ごとの政策展開方針
*
を踏まえ、国土資源

の有限性や自然的、経済的及び社会的条件に配意し、自然環境の保全に留意し

ながら、地域の特性を活かした道土の有効利用が図られるよう、総合的かつ計

画的に進められなければなりません。

（１）地域類型別の土地利用

都市、農山漁村、自然維持地域の道土利用の基本方向は、次のとおりとしま

す。

なお、地域類型別の土地利用に当たっては、相互の関係性にかんがみ、各地

域類型を別個にとらえるだけでなく、相互の機能分担や対流
*
といった地域類

型間のつながりを双方向的に考慮することが重要です。

ア 都市

都市においては、人口減少下においても必要な都市機能を確保するととも

に、市街化圧力
*
の低下が見通されるこの機会をとらえて環境負荷

*
の少ない

安全で暮らしやすい都市の形成を目指すことが重要です。このため、地域の

状況等も踏まえつつ、都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化すると

ともに、郊外に拡大してきた市街地についても、集約するよう誘導します。

その際、低・未利用地
*
や空き家等の有効活用などにより土地利用の効率化

を図ります。特に、空き家については、今後も大幅に増加する可能性が高い

ため、空き家バンク
*
等による所有者と入居希望者とのマッチングの推進や、

地域の活性化に資する施設等に改修するなど利活用等を促進します。

また、地域の合意を踏まえ、災害リスクの高い地域への都市化
*
の抑制や

既に主要な都市機能が災害リスクの高い場所に立地している場合は、耐震化

等により安全性の向上を促進していくことに加え、災害時の避難場所やオー

プンスペース
*
の確保に配慮しつつ、より安全な地域に集約を図ることも重

要です。集約化する地域の外側についても、公共サービスのあり方や土地利
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用等について地域の状況に応じた対応を行います。これらの取組により、よ

り安全で環境負荷の低いまちづくりを進めるとともに、中心市街地の活性化

など、街のにぎわいを取り戻し、高齢化にも対応した歩いて暮らせるまちづ

くりなど、地域住民にとってもメリットを実感できるまちづくりを目指しま

す。

さらに、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、拠

点性を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担や対流を促進す

ることを通じ、効率的な土地利用を図ります。新たな土地需要がある場合に

は、既存の低・未利用地の再利用を優先させる一方、農林業的土地利用、自

然的土地利用からの転換は抑制します。

都市防災については、諸機能の分散配置やバックアップ
*
の整備、地域防

災拠点の整備、オープンスペースの確保、電気、ガス、上下水道、通信、交

通等のライフラインの多重性・代替性の確保等により、災害に対する安全性

を高め、災害に強い都市構造
*
の形成を図ります。

また、健全な水循環
*
の維持又は回復や資源・エネルギー利用の効率化等

により、都市活動による環境への負荷の小さい都市の形成を図るとともに、

美しく良好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地及び水辺空

間
*
による生態系ネットワークの形成等を通じた自然環境の保全・再生等に

より、美しくゆとりある環境の形成を図ります。

都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、積

極的に緑地としての保全及び整備を図ります。

イ 農山漁村

農山漁村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美しい

景観、水源の涵養など都市にとっても重要な様々な機能を有することから、

農山漁村が道民共有の財産であるという認識の下、地域特性を踏まえた良好

な生活環境を整備するとともに、６次産業化
*
などによる農林水産物の高付

加価値化や新たな木材需要の創出等を通じた農林水産業の成長産業化等に

よって雇用促進や所得向上を図り、総合的に就業機会を確保すること等によ

り、健全な地域社会を築きます。

また、急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になると見

込まれる地域では、必要なサービスができるだけ身近に提供されるなど、住

み続けたいと思える生活・定住の環境づくりが大切ですが、広域分散型の本

道においては、機能の集約が困難である地域も多いことから、地域の実情に

応じ、コミュニティの再生を図り、様々な分野における住民サービス機能の

維持・確保に向けた取組を推進します。

このような取組とともに、農業の担い手への農地の集積・集約化や農地の

良好な管理、森林資源の循環利用
*
や森林の適切な整備・保全、健全な水循

環の維持又は回復、野生鳥獣被害への対応を進めること等により、農山漁村

における集落を維持し、良好な道土管理を継続させるとともに美しい景観を

保全・創出します。同時に、長い歴史の中で農林業など人間の働きかけを通

じて形成されてきた里地里山
*
などの二次的自然

*
に適応した野生生物の生
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息・生育環境を適切に維持管理するとともに、「田園回帰
*
」の流れも踏まえ

つつ、都市との機能分担や地方への移住・二地域居住
*
などを含む共生・対

流を促進します。

このような道土管理の取組は、農山漁村において地域資源と再生可能エネ

ルギー
*
を持続的に利活用する仕組みを構築することにもつながり、これに

より、地域経済の活性化や災害リスクの低減、さらには災害時における被災

地等への食料供給等にも貢献することが期待されます。

さらに、水害や土砂災害等の自然災害の防止等により農山漁村の安全性を

確保します。

農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮しつつ、農

村地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、農業

生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう、地域の状況に応じた計画的

かつ適切な土地利用を図ります。

農山漁村の荒廃農地
*
は、作付・再生可能なものについては農地としての

活用を積極的に図るとともに、再生困難な荒廃農地については、それぞれの

地域の状況に応じて森林等新たな生産の場としての活用や、自然環境の再生

を含め農地以外への転換を推進します。

農山漁村集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え多様な道民

のニーズに配慮しつつ、適正な利用を図ります。

森林地域における開発により、個別規制法の規制が及ばない白地地域が生

じ、将来の無秩序な開発等が懸念される場合には、当該地域の特性及び周辺

地域との関連等を考慮して、他の個別規制法の地域・区域の指定などの措置

を講じ、適正な土地利用の規制・誘導を図ります。

ウ 自然維持地域

知床世界自然遺産地域をはじめ、高い価値を有する原生的な自然地域や野

生生物の重要な生息・生育地、優れた自然の風景地など、自然環境を保全、

維持すべき地域については、都市や農山漁村を含めた生態系ネットワークの

中核的な役割を果たすことから、野生生物の生息・生育空間の適切な配置や

連続性を確保し、これにより気候変動
*
への順応性の高い生態系の確保を図

りつつ、自然環境が劣化している場合は再生を図ること等により、適正に保

全します。その際、外来種の侵入や野生鳥獣被害等の防止に努めるとともに、

自然環境データの整備等を総合的に図ります。また、適正な管理の下で、自

然の特性を踏まえつつ、エコツーリズム
*
など自然体験・学習等の自然との

ふれあいの場としての利用を図るなど、都市や農山漁村との適切な関係の構

築を通じて、生物多様性
*
の重要性を社会に浸透させ、自然環境の保全・再

生・活用を進めます。

原生的な森林や希少な野生生物が生息・生育する森林等自然環境の保全を

図るべき森林については、その適正な維持・管理を図ります。
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（２）連携地域別の土地利用

地域の区分は、道央広域連携地域、道南連携地域、道北連携地域、オホーツ

ク連携地域、十勝連携地域及び釧路・根室連携地域の６区分とします。

なお、地域の区分及びその範囲は、「北海道総合計画」における６つの連携

地域の構成に従っています。

連携地域別の土地利用の基本方向は、次のアからカまでに述べるものととも

に、概ね共通する主なものとしては、①自然環境の保全を図るための土地利用､

②コンパクトなまちづくりや高齢者が暮らしやすい環境づくりを進めるための

土地利用、③交通ネットワークの形成を図るための土地利用、④保健、医療、

福祉サービスを充実するための土地利用、⑤自然や食など地域の特色を活かし

た観光を振興をするための土地利用、⑥防災・減災体制の充実・強化を図るた

めの土地利用などがあります。

ア 道央広域連携地域

道央広域連携地域は、札幌市を中心に政治・経済、商工業、医療などの様

々な機能が集積しているとともに、周辺では多種多様な農林水産業が営まれ、

また、豊かな自然環境やアイヌ文化、ジオパーク
*
、産業遺産

*
など、個性豊

かで多彩な地域資源を有しています。

こうした地域の特色を活かし、ものづくり産業や食関連産業等の集積など

による本道経済を牽引する産業の活性化を促進するための土地利用を進めま

す。

また、米・野菜、花き等の高品質な農産物生産のほか、酪農、畜産、軽種

馬生産などの多種多様な農業を展開するとともに、協働による森林づくりや

森林資源の循環利用を進めるための土地利用を進めます。

新千歳空港、苫小牧港、室蘭港、小樽港、石狩湾新港など物流拠点の整備

により、国際化の時代に対応する空港、港湾の機能の充実のための土地利用

を進めます。

アイヌ文化や産業遺産など地域固有の歴史や文化、産業などを活かしたま

ちづくりのための土地利用を進めます。

イ 道南連携地域

道南連携地域は、太平洋と日本海、津軽海峡に囲まれた道内他地域と異な

る気候風土の地域であり、バラエティ豊かな農林水産物に恵まれ、道内にお

いて古い歴史や文化をもつ特色ある地域です。

こうした地域の特色を活かし、農林水産物の付加価値を高め、地域ブラン

ド力を強化するとともに、豊富な地域資源を活用した食品産業などの企業誘

致を促進するための土地利用を進めます。

また、１次産業を支える森林や河川、海の環境を守りながら、風力や地熱、

バイオマス
*
などによる再生可能エネルギーの活用等により、環境を重視し

た持続可能な地域社会の形成のための土地利用を進めます。

北海道新幹線や歴史・文化遺産の魅力を活かした地域づくりのための土地
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利用を進めます。

ウ 道北連携地域

道北連携地域は、大雪山系や利尻礼文サロベツ国立公園、暑寒別天売焼尻

国定公園などの雄大な自然に恵まれ、農林水産業をはじめ、豊かな観光資源

や再生可能エネルギーなど、地域の優位性を活かした多様な産業が展開して

いるほか、ロシア連邦サハリン州等との交流が行われています。

こうした地域の特色を活かし、基幹産業である農林水産業における生産基

盤の強化や安全・安心で良質な農水産物の安定供給を図るとともに、地域資

源を活かした企業立地を促進するための土地利用を進めます。

また、自然環境や景観などにも配慮しながら、風力や太陽光などの発電施

設に加えバイオマスや雪氷などを利活用した環境への負荷の少ない再生可能

エネルギー導入の取組を促進するための土地利用を進めます。

地理的優位性を活かし、ロシア極東地域との経済・文化交流を推進するた

めの土地利用を進めます。

エ オホーツク連携地域

オホーツク連携地域は、農林水産業が地域の基幹産業として安定的に発展

するとともに、産出される農林水産資源を活かす食関連産業などが商品の付

加価値を高め、国内外に販路を拡大し、地域の雇用を創出しています。また、

知床世界自然遺産や流氷など優れた自然や多様な観光資源に魅了された多数

の観光客が管内に来訪・滞在し、合宿などの誘致も広がるなど交流人口が拡

大しています。

こうした地域の特色を活かし、基幹産業である農林水産業の生産体制の整

備や地域材の利用促進を図るとともに、豊富で良質な農水産物を活用した付

加価値の高い商品の開発や起業・創業を促進するための土地利用を進めま

す。

また、知床の保全や適正な利用を推進するとともに、林地未利用材や家畜

排せつ物など地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を促進するなど、

人と自然が共生できる環境重視型社会の形成を推進するための土地利用を進

めます。

オ 十勝連携地域

十勝連携地域は、豊富な土地資源と豊かな自然環境に恵まれ、我が国の

「食」を支える一大食料供給地域としての地位を確立している農業を中心に

第１次産業が発展し、地域で生産される豊富な農畜産物に加え、食品加工施

設や大学・試験研究機関の集積といった優位性を活かし、「食」を核とした

地域産業の振興に向けて様々な取組が進められています。

こうした地域の特色を活かし、広大な土地を利用した大規模な畑作や酪

農・畜産の生産基盤の整備を促進するとともに、ものづくり産業など経済波

及効果の高い企業立地を促進するための土地利用を進めます。

また、環境・農村景観の保全の取組を促進するとともに、地域材の利用拡
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大による森林資源の循環利用を推進するための土地利用を進めます。

家畜排せつ物などのバイオマスや水素エネルギーの導入・普及を促進する

など環境負荷の小さい土地利用を進めます。

カ 釧路・根室連携地域

釧路・根室連携地域は、雄大で魅力ある自然に恵まれ、草地型酪農や漁業、

観光などの産業が展開されています。また、我が国固有の領土である北方領

土に隣接した地域となっています。

こうした地域の特色を活かし、安全・安心で良質な農林水産物の安定的な

供給体制の強化や豊富な農林水産物を活用した食品製造業の振興を進めると

ともに、地元商店街のにぎわい形成に向けた取組を促進するための土地利用

を進めます。

また、知床や湿原など特色ある豊かな自然環境の保全と利用を促進するた

めの土地利用を進めます。

北方四島との交流拠点づくりを推進するとともに、その環境整備を目指し

た土地利用を進めます。
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第２ 土地利用の原則及び調整

土地利用は、道土について土地利用基本計画図により地域設定した都市地域、

農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、設定の趣

旨並びに次に掲げる土地利用の原則及び地域設定の重複する地域における土地利

用の調整指導方針に即して適正に行わなければなりません。

五地域のいずれにも属さない地域（白地地域）においては、当該地域の現況及

び周辺地域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとします。

１ 土地利用の原則

（１）都市地域

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要

がある地域です。

都市地域の土地利用については、低・未利用地や空き家等の有効活用、良好

な都市環境の確保、形成及び安全で機能的な都市基盤の整備等に配慮しつつ、

既成市街地については、再開発等により土地利用の高度化を促進するとともに、

市街化区域（都市計画法第７条第１項の市街化区域をいう。以下同じ。）又は

用途地域（都市計画法第８条第１項の用途地域をいう。以下同じ。）において

今後新たに必要とされる宅地については、計画的に確保、整備することを基本

とします。

ア 市街化区域においては、既に市街地を形成している区域及びおおむね１０

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であることを考慮して、

市街地の開発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を計画的

に推進するとともに、当該区域内の樹林地、水辺地等で良好な生活環境を維

持するために不可欠な自然環境を形成しているものについては、積極的に保

護、育成を図るものとします。

イ 市街化調整区域（都市計画法第７条第１項の市街化調整区域をいう。以下

同じ。）においては、市街化を抑制すべき区域であることを考慮して、特定

の場合を除き都市的な利用を避け、良好な都市環境を保持するための緑地等

の保全を図るものとします。

ウ 区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）に関する都市計画が定め

られていない都市計画区域における用途地域内の土地利用については、市街

化区域における土地利用に準ずるものとし、用途地域を定めていない地域に

おいては農林漁業との健全な調和を図りつつ、緑地保全地域などの指定によ

り、保全すべき区域を明確にし、市街地のいたずらな拡大は抑制することを

基本とします。
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エ 市街化調整区域であり農振地域（農業振興地域の整備に関する法律（以下、

「農振法」という。）第１条の自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的

に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域をいう。以下同じ。）

でもある地域においては、良好な農業・都市環境を保持するため、保全的土

地利用を図り市街化を抑制することを基本とします。ただし、市街化区域で

は立地困難かつ市街化を促進するおそれがない場合や、また、市街化調整区

域では農用地区域（農振法第８条第２項第１号の農用地として利用すべき土

地の区域をいう。以下同じ。）の除外を伴う際に、その位置・規模等の適切

性や農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすことのないような場

合には土地利用を変更することができるものとします。

オ 線引き都市計画区域（都市計画法第７条第１項の区域区分を定めた都市計

画区域をいう。以下同じ。）の市街化調整区域の外側に非線引き都市計画区

域（都市計画法第７条第１項の区域区分を定めない都市計画区域をいう。以

下同じ。）が連続して広がっている場合、両区域間の土地利用規制の均衡化

にも配意した良好な都市環境の創出や集団的な優良農地の保全等を図りま

す。このため、非線引き都市計画区域（用途地域を除く。）における都市的

な開発については、特定用途制限地域（都市計画法第８条第１項第２号の２

の特定用途制限地域をいう。以下同じ。）の指定等を的確に行うことにより、

農振法による規制と相まった効果的な規制・誘導を図ることとします。

カ 市街化区域内農地については、良好な都市環境の形成及び災害時の防災空

間の確保の観点からも、計画的な保全と利用を図ります。

（２）農業地域

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図

る必要がある地域です。

農業地域の土地利用については、農用地が食料生産にとって重要な基盤であ

ることから、現況農用地は極力その保全と有効利用を図るとともに、道土の有

効利用、生産性の向上等の見地から農用地区域において今後新たに必要とされ

る農用地を計画的に確保、整備するものとします。

ア 農用地区域内の土地は、農業生産の基盤として確保されるべき土地である

ことなどから、土地改良等の農業生産基盤の整備を計画的に推進するととも

に、他用途への転用は行わないものとします。

イ 農用地区域を除く農業地域内の農地等については、都市計画等農業以外の

土地利用計画との調整を了した場合には、その転用は調整された計画等を尊

重し、優良農地は後順序に転用されるように努めます。また、農業以外の土

地利用計画との調整を了しない地域及び農業以外の土地利用計画のない地域

においては、優良農地の転用は原則として行わないものとします。
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ウ 集団的な優良農地内を通る幹線道路沿道においては、無秩序な開発を抑制

するため、営農環境へ支障を及ぼすおそれのある農用地区域の除外は適当で

ないものとします。なお、非線引き都市計画区域（用途地域を除く。）にお

いて農用地区域から除外された土地の区域については、土地利用の適切性を

確保するため、特定用途制限地域等の適用を検討するものとします。

エ 集団的な優良農地を保全しつつ、農業の担い手への農地の集積・集約化へ

支障を生じさせる農用地区域の除外は抑制します。この場合、その位置・規

模等の適切性や農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすことのな

いよう十分配意します。なお、非線引き都市計画区域（用途地域を除く。）

において農用地区域から除外された土地の区域については、土地利用の適切

性を確保するため、特定用途制限地域等の適用を検討するものとします。

（３）森林地域

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林

の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域です。

森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能や、山地災

害の防止、水源の涵養、保健・休養、二酸化炭素の吸収、生物多様性
*
など自

然環境の保全等の公益的機能を通じて道民生活に大きく寄与していることなど

から、必要な森林の確保を図るとともに、森林の有する多面的機能が持続的に

発揮されるようその整備及び保全を図るものとします。

ア 保安林（森林法第２５条第１項及び第２５条の２第１項に規定する保安林

をいう。以下同じ。）については、山地災害の防止、水源の涵養、生活環境

の保全等の公益的機能の積極的な維持推進を図るべきものであることなどか

ら、適正な管理を行うとともに、他用途への転用は行わないものとします。

イ 保安林以外の森林地域については、経済的機能及び公益的機能の維持増進

を図り、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法が特定されている森林、

水源の涵養に大きな役割を果たしている森林、優良人工造林地又はこれに準

ずる天然林等の機能の高い森林については、極力他用途への転用を避けるも

のとします。

なお、森林を他用途へ転用する場合には、森林資源の確保と林業経営の安

定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化等による公益的機能の低下を防止

するよう十分考慮するものとします。

（４）自然公園地域

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必

要がある地域です。
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自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、

その保護と利用を通じて道民の保健、休養及び自然保護意識の啓発に資すると

ともに生物多様性の確保に寄与するものであることなどから、その優れた自然

の保護と適正な利用を図るものとし、大規模な開発行為その他自然公園として

の風景の保護に支障を及ぼすおそれのある土地の形状変更等の行為は、極力避

けるものとします。

ア 特別地域（自然公園法第２０条第１項又は第７３条第１項の特別地域をい

う。以下同じ。）については、その風致の維持を図るべき地域であり、現在

の景観を極力保護することが必要な第１種特別地域、特に農林漁業活動につ

いてはつとめて調整を図ることが必要な第２種特別地域、特に通常の農林活

動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない第３種特

別地域に区分していることから、それぞれの区分の趣旨を踏まえ、都市的利

用、農業的利用等を行うための開発行為は極力避けるものとします。

特別保護地区（自然公園法第２１条第１項の特別保護地区をいう。）につ

いては、その指定の趣旨に基づき、景観の厳正な維持を図るものとします。

イ その他の自然公園地域においては、都市的利用又は農業的利用を行うため

の大規模な開発、その他の自然公園としての風景地の保護に支障をきたすお

それのある土地利用は極力避けるものとします。

（５）自然保全地域

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保

全を図る必要がある地域です。

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康で文化的な生活

に欠くことのできないものであることなどから、広く国民がその恵沢を享受す

るとともに、将来の道民に自然環境を継承することができるよう、生物多様性

の確保など適正な保全を図るものとします。

ア 原生自然環境保全地域（自然環境保全法第１４条第１項の原生自然環境保

全地域をいう。）においては、その区域における自然環境が人間の活動によ

って影響を受けることがなく、原生の状態を維持するよう、自然の推移にゆ

だねるものとします。

イ 特別地区（自然環境保全法第２５条第１項又は第４６条第１項の特別地区

をいう。以下同じ。）においては、その指定の趣旨に基づき、特定の自然環

境の状況に対応した適正な保全を図るものとします。

ウ その他の自然保全地域においては、原則として土地の利用目的を変更しな

いものとします。
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２ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域区

分のうち、２地域が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に

即して、また、３地域以上が重複している地域においては、次に掲げる調整指

導方針におけるそれぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して、

第１の３に掲げる地域類型別及び連携地域別の土地利用の基本方向に沿った適

正かつ合理的な土地利用を図るものとします。

（１）都市地域と農業地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域（市街化区域内の用途地域を除く。以下同じ。）

以外の都市地域と農用地区域とが重複する場合は、農用地としての利用を優

先し、農用地区域の除外は抑制するものとします。なお、非線引き都市計画

区域（用途地域を除く。）において農用地区域から除外された土地の区域に

ついては、土地利用の適切性を確保するため、特定用途制限地域等の適用を

検討するものとします。

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが

重複する場合は、農業上の利用を優先するものとしますが、土地利用の現況

に留意しつつ、都市的な利用を認めるものとします。

（２）都市地域と森林地域とが重複する地域

ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合は、保安林としての利用を優先

するものとします。

イ 市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

は、原則として、都市的な利用を優先しますが、積極的に緑地としての森林

の保全及び整備に努めるものとします。

ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域と

が重複する場合は、森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利

用との調整を図りながら都市的な利用を認めるものとします。

（３）都市地域と自然公園地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合

は、自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら都市

的利用を図るものとします。

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合は、
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自然公園としての保護及び利用を優先するものとします。

ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公園地域と

が重複する場合は、両地域が両立するよう調整を図るものとします。

（４）都市地域と自然保全地域とが重複する地域

ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地区とが重複する場合は、

自然環境の保全を優先するものとします。

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地区以外の自然保全地域と

が重複する場合は、両地域が両立するよう調整を図るものとします。

（５）農業地域と森林地域とが重複する地域

ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合は、保安林としての利用を優先

するものとします。

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合は、原則とし

て、農用地としての利用を優先することとしますが、農業上の利用との調整

を図りながら、森林としての利用を認めるものとします。

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場

合は、森林としての利用を優先するものとしますが、森林としての利用との

調整を図りながら、農業上の利用を認めるものとします。

（６）農業地域と自然公園地域とが重複する地域

ア 農業地域と特別地域とが重複する場合は、自然公園としての保護及び利用

を優先するものとします。

イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合は、両地域が両

立するよう調整を図るものとします。

（７）農業地域と自然保全地域とが重複する地域

ア 農業地域と特別地区とが重複する場合は、自然環境の保全を優先するもの

とします。

イ 農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合は、両地域が両

立するよう調整を図るものとします。
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（８）森林地域と自然公園地域とが重複する地域

森林地域と自然公園地域とが重複する場合は、両地域が両立するよう調整

を図るものとします。

（９）森林地域と自然保全地域とが重複する地域

森林地域と自然保全地域とが重複する場合は、両地域が両立するよう調整

を図るものとします。

３ 水資源保全地域の土地利用

北海道水資源の保全に関する条例（平成２４年北海道条例第９号）に基づく

水資源保全地域
*
においては、水資源が本道の貴重な財産であることから、そ

の保全と水源周辺における適正な土地利用を図るものとし、水資源の確保や水

質への影響が懸念されるような取水行為や開発行為など水資源の保全に支障を

きたすおそれのある土地利用は、極力避けるものとします。また、周辺の自然

環境や土地利用状況等と調和した土地利用を行うものとします。
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第３ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画

次表に掲げた公的機関を主体とする開発保全整備計画については、当該計

画に基づく事業が促進されるよう土地利用上配慮します。

計 画 名 事 業 目 的 規 模 位 置 計画主体 事業主体 備考

苫小牧東部 複合開発（産 10,700 苫小牧市 国 株式会社

開発新計画 業・研究開発 ha 安 平 町 苫東

及び居住・生 厚 真 町 など

活機能等）

石狩湾新港 流通港湾開発 3,022 石 狩 市 国 石狩開発

地域開発基 ha 小 樽 市 株式会社

本計画 など
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（参考１）土地利用基本計画図地域区分別面積

（１）五地域区分の面積

区 分 面 積（ ha） 割 合（％）

五 都市地域 ６４６，６０４ ８．２

農業地域 ２，９０３，２５０ ３７．０

地 森林地域 ５，６９３，３０８ ７２．６

自然公園地域 ８７２，９３２ １１．１

域 自然保全地域 ９，６６２ ０．１

計 １０，１２５，７５６ １２９．１

白地地域 ６２，４５７ ０．８

合 計 １０，１８８，２１３ １２９．９

道土面積
８，３４２，３８４ －

（７，８４２，０７９） （北方領土面積を差し引いた面積）

（参考） 北方領土面積 ５００，３０５ －

注：１ 五地域等の面積は、総合政策部調べ（平成２９年３月３１日現在）による。

２ 道土面積は、国土地理院調べ（平成２９年１０月１日現在）による。

３ 地域等の割合は、道土面積から北方領土面積を差し引いた面積を基礎としている。
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（２）五地域の重複状況別面積

区 分 面 積（ ha） 割 合（％）

（都） １８２，２５９ ２．３

重 （農） １，５００，２００ １９．１
複
の （森） ３，７６６，８９４ ４８．０
な
い （公） １００，７１９ １．３
地
域 （保） ８０７ ０．０

計 ５，５５０，８７９ ７０．８

（都）と（農） ２７８，５１４ ３．６

（都）と（森） ９６，９５２ １．２

（都）と（公） ３，４１６ ０．０

（都）と（保） － －
重

（農）と（森） １，００２，０６２ １２．８

（農）と（公） ２４，７１０ ０．３

（農）と（保） ５８ ０．０

複 （森）と（公） ７１８，９９５ ９．２

（森）と（保） ８，７８４ ０．１

（都）と（農）と（森） ７８，７１１ １．０

（都）と（農）と（公） ２，１９５ ０．０
地

（都）と（農）と（保） － －

（都）と（森）と（公） ４，１１０ ０．１

（都）と（森）と（保） － －

域 （農）と（森）と（公） １６，３４０ ０．２

（農）と（森）と（保） １３ ０．０

（都）と（農）と（森）と（公） ２，４４７ ０．０

（都）と（農）と（森）と（保） － －

計 ２，２３５，３０７ ２８．５

注：１ （都）は都市地域 （農）は農業地域 （森）は森林地域

（公）は自然公園地域 （保）は自然保全地域

２ 面積は、総合政策部調べ（平成２９年３月３１日現在）による。

３ 地域等の割合は、道土面積から北方領土面積を差し引いた面積を基礎としている。
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（３）参考表示の地域、地区等の面積

地域・地区等 面 積 （ha） 備 考

都 市 地 域

市街化区域 ９８，９３２ 平成28年３月31日現在

市街化調整区域 ３１３，２４８ 〃

その他の都市計画区域に

おける用途地域 ３８，７０４ 〃

農 業 地 域

農用地区域 １，３３１，４７４ 平成 28年 12 月 31日現在

森 林 地 域

国有林 ３，０６２，０６４ 平成 29年４月１日現在

地域森林計画対象民有林 ２，４７６，４１９ 平成 29年４月１日現在

保安林 ３，７７２，７９５ 平成 29年３月 31日現在

自 然 公 園 地 域

特別地域 ６１８，７０６ 平成 29年３月 31 日現在

特別保護地区 １１１，９１９ 〃

自 然 保 全 地 域

原生自然環境保全地域 ２，９３０ 平成 29年３月 31 日現在

特別地区 ３，７０８ 〃

注：面積は、個別規制法部局資料による。
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（参考２）水資源保全地域の指定状況等

（１）水資源保全地域指定の推移

区 分 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 累 計

指定(所在)市町村 ４１ １３ ４ ０ １ ５９

指定保全地域数 １１５ ３７ １６ １ ６ １７５

（２）水資源保全地域の指定

振興局 所在市町村 保全地域数 保全地域面積(ha) 水資源保全地域の所在市町村及び保全地域数

空 知 ２市２町 ３ 1,971 芦別市(1),歌志内市(1),上砂川町(1),沼田町(1)

石 狩 ２市１町 ９ 22,673 千歳市(1),石狩市(7),当別町(1)

後 志 １市８町 ４９ 20,988 小樽市(2),島牧村(1),黒松内町(17),蘭越町(1),

５村 ニセコ町(12),真狩村(2),留寿都村(3),喜茂別町(3),

京極町(1),倶知安町(3),共和町(4),岩内町(1),

泊村(1),赤井川村(1)

胆 振 ２市４町 ２０ 9,732 登別市(2),伊達市(6),壮瞥町(1),厚真町(1),

洞爺湖町(1),むかわ町(11)

渡 島 ２市４町 ２５ 27,058 函館市(13),北斗市(6),知内町(2),七飯町(3),

鹿部町(1),森町(2)

上 川 ２市６町 ２２ 7,108 旭川市(4),名寄市(1),美瑛町(1),上富良野町(3),

１村 中富良野町(1),占冠村(4),和寒町(4),下川町(2),

美深町(2)

留 萌 １町 ２ 9,754 増毛町(2)

宗 谷 １市１町 ４ 5,313 稚内市(1),枝幸町(3)

ｵﾎｰﾂｸ １市１町 ２ 759 網走市(1),置戸町(1)

十 勝 １市５町 １４ 3,441 帯広市(2),鹿追町(1),新得町(5),清水町(1),

大樹町(2),広尾町(3)

釧 路 １市３町 ２４ 11,815 釧路市(1),厚岸町(4),標茶町(7),弟子屈町(5),

１村 鶴居村(10)

根 室 １町 １ 326 標津町(1)

12振興局 ５９市町村 １７５ 120,938 【※「檜山」及び「日高」振興局管内に、水資源保全地域はない】

注：１ 所在市町村は、水資源保全地域が行政区域内に所在する市町村。

２ 地域指定の件数及び面積は、総合政策部調べ（平成２９年４月１日現在）による。

３ 振興局毎の保全地域数と市町村毎の地域数（括弧書き）の合計は、複数市町村に跨が

る地域もあるため、一致しないことがある。
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用語解説
本文中で「○○〇＊」と表示された用語の解説。

ア行

空き家バンク

地方公共団体等が所有者などから空き家情報の提供を受け、インターネットを活用して

情報発信する仕組み。

意匠

物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさ

せるもの。

エコツーリズム

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然

環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり方。

オープンスペース

主に都市地域において、建築物のない空間をいう。特に都市公園や緑地等を指すことが

多い。

カ行

環境負荷

人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるお

それのあるもの。

気候変動

地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であっ

て、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものを

いう。

グリーンインフラ

土地利用において自然環境の有する防災や水質浄化等の機能を人工的なインフラの代替

手段や補足の手段として有効に活用し、自然環境、経済、社会にとって有益な対策を社会

資本整備の一環として進めようという考え方。例えば、道路や屋上の緑化は、雨水浸透・

貯留機能や水質浄化機能、生物多様性保全機能などを有する。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合。

荒廃農地

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が

客観的に不可能となっている農地。
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サ行

再生可能エネルギー

太陽光、風力、水力、波力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエ

ネルギー源を利用して得られるエネルギー。

里地里山

都市域と原始的自然との中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて環境が形成され

てきた地域で、集落をとりまく二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成

される地域。

産業遺産

ここでは、日本の産業の近代化に貢献した建造物や機械などを近代化産業遺産として経

済産業省が認定している石炭や鉄道、食品加工業等の関連施設等をいう。

ジオパーク

地形学・地質学などの学術的に重要な地層や岩石の露頭（地層や岩石が直接見られる場

所）や重要な地形などを含む、一種の自然公園。「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パ

ーク：Park）」とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、

丸ごと楽しむことができる場所をいう。

市街化圧力

人口や機能が集積するなど、市街化するための諸条件が整っていくこと。

自然的土地利用

自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河川、海浜などの土地利用。

持続可能な開発目標（ Sustainable Development Goals:ＳＤＧｓ ）

２０１５年９月に国連で採択された、先進国を含む２０３０年までの国際社会全体の開

発目標。１７のゴール（目標）とその下位目標である１６９のターゲットから構成。（目

標：貧困の撲滅、ジェンダー平等、食料安全保障、水・衛生の持続可能な管理、持続可能

な都市、気候変動への対処、生物多様性など）

視点場

風景や対象物をよく眺めることができる場所。ビューポイント。

森林資源の循環利用

森林は伐採を行っても、造林・間伐など適切な整備を行うことにより再生することが出

来る「再生可能な資源」であり、その森林から生産した木材を無駄なく長期にわたって利

用する考え方。

水源の涵養
かんよう

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとと

もに、川の流量を安定させる働き。
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政策展開方針

北海道地域振興条例第５条に基づく地域計画で、広域的な地域の区分（連携地域）ごと

に地域振興を効果的に推進するため、市町村や民間など多様な主体の参画を得て策定して

いる。

生態系

生物とそれを取り囲む環境を一つの物質循環系としてとらえたもの。

生物多様性

それぞれの地域の自然環境に応じた様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び

種内に様々な差異が存在すること（遺伝子の多様性、種の多様性、生態系の多様性）。生

物多様性は、すべての生物の「固有性」と「つながり」で成り立っている。

タ行

対流

多様な個性を持つ様々な地域が相互に連携して生じる地域間のヒト、モノ、カネ、情報

の双方向の活発な流れ。

国土利用計画（全国計画）と一体的に策定される国土形成計画（全国計画）では、対流

を全国各地でダイナミックに湧き起こし、イノベーションの創出を促す「対流促進型国土」

の形成を図ることを国土の基本構想としている。

地球温暖化

人の活動に伴って発生する温室効果ガス（二酸化炭素、メタンなど）が大気中の温室効

果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追

加的に上昇する現象。

眺望景観

特定の視点場から眺めることができる景観。

低・未利用地

土地利用がなされていない土地又は個々の土地の立地条件に対して利用形態が社会的に

必ずしも適切でない土地。

田園回帰

都市住民が地方での生活を望む意識。

都市化

人々の生活、居住形態が都市的なものに変化していくこと。都市人口の増加、市街地面

積の拡大などを指標として、その動向が論じられることが多い。

都市構造

都市の輪郭、街路網、土地割、家屋密度、建造物などから構成される形態構造、都市の

内部地域、外縁地域あるいは管理業務地域、商業地域、工業地域、住宅地域などから構成

される機能地域構造など都市の空間的な地域構造。
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都市的土地利用

住宅地、工業用地、事務所、店舗用地、一般道路等、主として人工的施設による土地利

用のこと。

ナ行

二次的自然

農林業的土地利用が行われている地域の自然のように、人間の働きかけと自然の循環シ

ステムとの相互関係によって形成された半人工的な自然。

二地域居住

都市住民が農村漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つライフスタイル。

農林業的土地利用

主として農業生産活動又は林業生産活動の用に土地を利用すること。農地、採草放牧地、

森林（自然環境の保全を旨として維持すべき森林を除く。）、農道、林道等がこれに該当

する。

ハ行

バイオマス

家畜ふん尿、食品廃棄物、稲わら、林地残材などの再生可能な生物由来の有機性資源（石

炭や石油などの化石資源を除く）。

バックアップ

行政の中枢管理機能や広域防災拠点等の防災機能、コンピューターセンター等の情報機

能、港湾等の物流機能等を分散して配置し、一部地域の被災が他の地域等に影響を及ぼさ

ないように、これらの諸機能について、あらかじめ複数の箇所に分散させておくこと。

マ行

まちなみ

地形や自然環境、建築物、街路など。

水資源の保全

生活、農業、工業等の目的に用いられる水資源を将来にわたり安全に安心して、かつ、

持続的に利用できるように保全すること。

水資源保全地域

公共の用に供する水源に係る取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特

に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを、当該区域が所在する市町村長

の提案に基づき知事が指定する区域。

水循環

水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水とし

て河川の流域を中心に循環すること。
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※健全な水循環

人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環

水辺空間

川辺、湖畔、海岸等水際の空間。

ヤ行

優良農地

一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向

上した農地など、良好な営農条件を備えた農地。

容積率

敷地面積に対する延床面積(床面積の合計)の割合。

ラ行

連携地域

一定の人口規模以上で、行政をはじめ経済、医療、教育、文化などの面で拠点性の高い

札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市及び北見市を拠点とする６つのエリア。北海道

総合計画の中で位置づけている。

６次産業化

１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の

事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す

取組。


